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むさしの労務相談室 労災で病院にいく交通費は請求できる？

最近、集中豪雨や落雷による交通マヒ、冠水や土砂崩れなど自然災害が頻繁
に起こっています。私も突然の豪雨で電車が止まってしまって動けなくなるこ
とが何度もありました。

労災事故にあったのですが、
労災指定病院へ通院する際の交通費は請求できるのでしょうか？

毎年恒例の夏合宿に、今年も行って来ました！今年の合宿地は山梨県の
河口湖のほとり。今回挑戦したのはフォレストアドベンチャー！
思いの外、ハードな内容となりました。

都道府県労働局に設置されているすべての地方最低賃金審議会で、平成
29年度の地域別最低賃金の改定額（以下「改定額」）が取りまとめられま
した。

よべの月 よかりしけふの 残暑かな
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備えあれば憂いなし

帰宅か待機か？

異常気象が増えている

最近、集中豪雨や落雷による
交通マヒ、冠水や土砂崩れなど
自然災害が頻繁に起こっていま
す。私も突然の豪雨で電車が止
まってしまって動けなくなった
ことが何度もありました。そん
な時は従業員に被害がないか心
配になります。そこで今月は自
然災害に対する労務管理につい
て考えてみます。

きない場合があります。そうなれ
ば自宅待機を命じることになりま
すが、その日の賃金は払わなくて
よいのでしょうか？

通常使用者が休業を命じた場合
には、最低でも6割の賃金を支払
わねばなりません。（労基法第26
条）しかし、天災地変等使用者の
責に帰さない場合は、賃金支払義
務はないことになっています。で
すから無給は嫌だと会社に来よう
とする従業員に対しても、安全を
優先して自宅待機命令を出さなけ
ればなりません。

こんなときどうする？

自然災害と労務管理

文：MRパートナーズ 猶木 貴彦

自然災害はおおよその予測はつ
いても、いつ起こるか正確にはわ
かりません。ですので、日頃から
万全の準備をしておくこともなか
なか難しいと思います。
「災害は忘れたころにやってく
る」などと言います。災害発生を
想定して物心両面で準備をしてお
くことが大切なのでしょう。防災
規程を作成し、防災備品を揃え、
定期的な訓練をすることを考えて
みませんか！

そういえば、小学生の頃、毎年
9月1日に防災訓練をしていまし
た。今でも小学生はやっているの
でしょうか？

今月の特集
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一概に自然災害と言っても
様々です。最近多いゲリラ豪雨
のような一時的なものもあれば、
台風のように一定時間かかるも
の、また地震のように被害が長
期化するものなどがあります。

それらは自然に発生するもの
ですから、事業主（使用者）に
その責任はありません。責任が
生じるとしたら、災害時の指揮
命令を誤ったり、従業員の安全
に対する配慮（安全配慮義務）
が不十分であったりした場合で
しょう。

自宅待機は有給か？

自然災害が起きた際、あるいは
起こるかもしれないことが予測さ
れる際に、使用者がどのような指
示を出すかは重要です。例えば、
終業時刻に台風のピークを迎える
ことが予測される場合に、早めに
帰宅させるか、会社に留めるかの
判断をしなければなりません。そ
うした「必要な配慮」が求められ
ます。

一方で東日本大震災の帰宅難民
等の教訓から、東京都では企業に
対し、「地震発生後3日間程度は従
業員を職場にとどまらせることを
努力義務とする」といった条例
（帰宅困難者対策条例）を施行し
ています。その条例では、3日分の
水や食料を備蓄することも求めて
います。みなさんは食料や水を準
備していますか？

自然災害と使用者責任

企業の安全配慮義務

その根拠となるのは、労働契約
法第5条「使用者は、労働契約に
伴い、労働者がその生命、身体等
の安全を確保しつつ労働すること
ができるよう、必要な配慮をす
る」です。義務を履行せずに従業
員が負傷または疾病をり患した場
合は損害賠償責任を負うことに
なってしまいます。

企業には安全配慮義務という
ものがあり、企業が労働災害を
発生させないように事前の予防
措置を講じて従業員を労働災害
から保護する義務のことをいい
ます。

地震や台風直撃などで交通機関
がストップして出勤したくてもで
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むさしの労務相談室
今月のご相談

労災事故にあったのですが、労災指定病院へ通院する際の交通費は請求できるのでしょうか？

またまた上がるよ！最低賃金

回 答

労災給付の給付範囲の中に「移送」というものがあります。これには、
災害現場から医療機関への移送、療養中の傷病労働者に入院の必要が生
じて自宅等から医療機関に収容するための移送、保険者（政府）の勧告
や医師の指示により転移又は対診、退院に必要な移送等が労災保険の給
付として認められています。

単に治療のための通院や、公共交通機関で通院が可能にもかかわらず
タクシーを使った場合、同様に手の負傷で歩行は可能でありながらタク
シーを使ったりした場合、近くに診察可能な指定医療機関があるにもか
かわらず遠くの指定医療機関にかかっている場合などは、認められない
ことがあります。

都道府県労働局に設置されているす
べての地方最低賃金審議会で、平成29
年度の地域別最低賃金の改定額（以下
「改定額」）が取りまとめられました。

これは、7月27日に厚生労働大臣の
諮問機関である中央最低賃金審議会が
示した「平成29年度地域別最低賃金額
改定の目安について」などを参考とし
て、各地方最低賃金審議会で調査・審
議した結果を取りまとめたものです。
全国加重平均額は昨年度から平均25円
引き上げ、東京が最高額の958円、最
低の高知県等では737円になります。

答申された改定額は、都道府県労働
局での関係労使からの異議申出に関す
る手続を経た上で、都道府県労働局長
の決定により、９月30日から10月中旬
までに順次発効される予定です。

推進課 樋口 純也

平成29年度地域別最低賃金時間額答申状況※一部抜粋
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毎年恒例の夏合宿に、今年も行ってまいりました！山梨県は鳴沢村にて、今回の合宿の
目玉は…初めて挑むフォレストアドベンチャー！フォレストアドベンチャーとは森を活
用した大人も楽しめるアウトドアパークのことで、もともとは企業研修用としてフラン
スで作られた施設です。チームビルディングだけでなく、「自分の安全は自分で守る」
ことからリスクマネジメント能力を磨くこともできます。恐さ半分、ワクワクさも半分
でいざ臨んでみたところ…！なんと！

開始30分で雷雨に見舞われ、あえなく強制終了となりました。笑 この写真は雨が降り
始める前の希望に満ちた私達です。笑

来年の研修は気候に恵まれますように…。 （営業部：大塚）

MR夏合宿のご報告

編集後記
8月は毎日雨続きで変なお天気

でしたね。後半になってやっと
夏らしく日差しが出てきました
が、その分暑くてバテてしまい
そうです…。
バテないようにせめて昼食だけ
でもしっかりと取ろう！という
ことで、最近はよくMRメンバー
数人でおそばを食べに行ってい
ます！が、果たしておそばで栄
養がつくのでしょうか・・・

（経営管理部：小林）

古賀家の癒し・・・♪
我が家では１４歳と８歳のサビ猫を
飼っています。
日本では、「雑巾猫」と呼ばれる
サビ猫ちゃんですが、海外では
「べっこう猫」と呼ばれており、
個性的な柄が魅力です。

とても人懐っこく、1人で夜ご飯を
食べていると前に座って相手をして
くれます（笑）

我が家の癒しです。 （業務課：古賀）


